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桶桶桶平平成成2244年年度度 川川川市市市 ムムムフフフもももどどど子子子 ォォォ ラララーーー
桶川西小：小久保涼都・下地 真未・多田 桃加
加 納 小：山口 真由・吉見 貴志・中野 辰海
川田谷小：清水 孝市・増田 朋・水谷 莉子
桶川東小：新谷 朋花・四ツ屋優香・加藤 祭里
日出谷小：�梨 恭・佐々木 岳・金子 優美
朝 日 小：山中 美樹・佐藤 亜美・山口 智也
桶 川 小：殿塚 星・石井 崇之・高橋 成

【市長講評】
それぞれのグループ

で自分たちの意見を出
し合い、１つのものに
まとめたものを発表し
てもらいました。本日
は皆さんにとって貴重
な経験になったと思い

ます。本日、各グループからいただきまし
たご提案によく耳を傾け、これからの街
づくりに生かせていけるよう頑張ります。

桶川市長 岩 � 正 男

今年で１０回目をむかえた子どもフォーラムが市内の小学校６年生２１人の参加により、８月３０

日、市民ホールで開催されました。

子どもフォーラムは、桶川市の将来を担う子どもたちが、自分たちの住んでいるまちについ

て、自らの視点で提言を行い、市政に反映させるとともに、次代を担う子どもたちに地方自治

への関心を高めていただくことをねらいとして行っています。

当日は分野別に４グループを構成し、最初に各自の考えた問題点や対策を発表した後、グル

ープとしてまとめた意見を市長へ提言していただきましたので紹介します。

今今今今今今今今今今今今今今今ののののののののののののののの問問問問問問問問問問問問問問問題題題題題題題題題題題題題題題
�道がでこぼこしている。
�砂利道がある。
�道がせまく、縁石のあるところが少ない。
�段差がある。
�放置自転車が、道路をせまくしている。
そのため、不自由な方や車いすが通りにくい。

将将将将将将将将将将将将将将将 来来来来来来来来来来来来来来来 像像像像像像像像像像像像像像像
�放置自転車の整備。
�場所を有効に使えるよう地下に駐輪場を作る。
�歩行者、自転車、車が、それぞれ安全に通れるように
道を分ける。
�中山道の道が狭くて人とぶつかりそうになるので、そ
こに目をつけてほしい。
�バリアフリーがどこでもあり、みんなで助け合える。

ここれれかかららのの対対策策
�歩行者や自転車などが安全に通れるようにガードレー
ルの設置。
�自分の身は自分で守る。
�危険な道路をなるべくさけ、
他の道を通るのが事故にあ
わないための一番の対策。
�音がなる信号機の設置。
�みんなが相手の事を思いやる通行ルールを広げたい。
�点字ブロ
ックをど
こにでも
設置する。

今今今今今今今今今今今今今今今ののののののののののののののの課課課課課課課課課課課課課課課題題題題題題題題題題題題題題題
最近、市内の公園や学校、駅前、道路な
どにゴミが落ちているのを多く見かけます。
このままでは緑が減ってしまいます。

将将将将将将将将将将将将将将将 来来来来来来来来来来来来来来来 像像像像像像像像像像像像像像像
�ゴミのポイ捨てのない市になってほしい。
�自ら進んでゴミの拾える人が多くなって
ほしい。
�緑が多くなってほしい。

みみみみみみみみみみみみみみみんんんんんんんんんんんんんんんななななななななななななななながががががががががががががががででででででででででででででできききききききききききききききるるるるるるるるるるるるるるるこここここここここここここここととととととととととととととと

�ゴミ拾いなどのボランティア活動に参加
する。
�木を植える活動
をする。
�ポスターでの呼
びかけをする。
�ポイ捨てをして
いる人がいたら
注意する。

まま とと めめ
みんなで桶川の環境問題を考えて自慢で
きる市にしていきたいと思いました。

問問問問問問問問問問問問問問問 題題題題題題題題題題題題題題題 点点点点点点点点点点点点点点点
�公共施設が少ない。
�ボールの禁止が多い。
�ボール遊びができないことからボール投げの
結果が県の平均より下回った。
�桶川市の人口一人あたりの公園の面積が（２．７
�）少ない。

�公園が少ないし、大きな公園に行くのに時間
がかかる。また公園が小さいから大勢で遊べ
ない。

改改 善善 点点
�サン・アリーナなどの公共施設、小学校の体
育館を貸し出しが出来るようにしてほしい。

�ボール遊びを解禁するために、公園の周りに
ネットなどを張り、ボールが外に転がらない
ようにしてほしい。

�天気に関係無く遊べ
る公共施設がほしい。

�１人あたりの公園面
積を６�ぐらいに増
やしてほしい。

問問問問問問問問問問問問問問問 題題題題題題題題題題題題題題題 点点点点点点点点点点点点点点点
不審者が多い
�大声でさけんでも来てくれるか不安。
�子ども１１０番の家に行きづらい。
�地域とのつながりが少ない。

対対策策・・改改善善点点
�子ども１１０番の家
子ども１１０番の家と人の写
真つきの地図を作る。子ど
も１１０番の家の人との交流会をする。

�歴史めぐりマラソン大会を開こう！
いざという時に子ども１１０番の家に助けを求めやすく
するため、市民マラソンなどを行って顔見知りにな
る。

�みんなでゴミひろい
ゴミ拾いをすることで知らない道や場所を知ること
ができる。また、地域の人と一緒にゴミ拾いをする
ことで交流を深める。

�あいさつ運動
あいさつをすることで、コミュニケーションを深め
る。また、地域に出て行ったり、地域の人に来ても
らっての
あいさつ
運動をす
ることで、
つながり
を深める。

参参加加者者
（（敬敬称称略略））

みんなが笑顔になれる街

「桶川市のみんなで
遊べる公共施設」

CC
ググルルーーププ

ゴミをなくして緑の街へ

「解決しよう�
桶川の環境問題」

AA
ググルルーーププ もっと安全な道路へ

「道を広く、通りやすく!!!」

BB
ググルルーーププ

人と人とが繋がる街

「人と人がつながって
安全にくらせる桶川」

DD
ググルルーーププ



２０１２．１１ 44

総務部収税課が、平成２４年度総務省
自治税務局長特別表彰を受賞し、１０月
２日に東京都内で開催された表彰式典
において、自治税務局長から表彰状が
授与されました。
総務省自治税務局長特別表彰は、地
方税務行政の運営に特に貢献したと認
められる地方公共団体の組織などを表
彰し、全国に紹介することによって、
地方税務行政の一層の推進・適正化を
図ることを趣旨に贈られるものです。
受賞団体は、地方税の賦課徴収事務
などに関し、全国的に見て先進的な取組みを行い、顕著な功績を上げ、真に全国の模範となると認められ
るものを基準として審査決定されるものです。本年度の団体表彰は、本市が全国で唯一の受賞団体です。

多重債務者相談

�庁内ネットワークによる多重債務相談と救済
平成１９年度から開始された多重債務相談は、

全国的にも先進的な庁内ネットワークを整備

し、相談窓口を通じ弁護士、司法書士などと

連携して納税者の多重債務の解消に努めてき

ました。

納期限内納付の向上

�自主納付の働きかけ
�口座振替制度の利用促進
口座振替申込みは簡易なハガキ様式により、

口座振替率の向上を図っております。口座振

替による収納額の割合は高く、納税者皆様の

納税意識の高さが表れています。平成２３年度

市税全体の口座振替納付率は４７．６％となって

います。

�コンビ二収納の開始
平成２１年４月からコンビ二納付を開始して、

納付窓口の拡大を行い自主納付がよりしやす

くなりました。

�土曜開庁により納税相談
平日に来られない人を考慮し土曜午前に相談

課窓口を開設し、個別に納税相談が行える環

境を整えています。直接お話を伺い、納得し

ていただく中で完納に向けた収納事務を行っ

ています。

滞納整理の強化

�新たな滞納整理手法による納付の強化
動産のインターネット公売を実施し、公売代金を市税に充

当しています。

�滞納処分の強化
財産調査を行い地方税および国税徴収法による財産の差押

え、換価を行っています。収入未済額を圧縮し、徴収率は

年々上昇しています。また、差押件数は、平成１９年度に比

べ平成２３年度は約２．４倍の差押（５９７件）を実施、換価金額

も約２倍となりました。

�徴収職員のスキルアップ
地方税法に則った公平・公正・適正な滞納整理をさらに推進

するため、平成１９年度から国税OBを市税収納指導担当

として配置し、滞納整理の進まない事案を収税課職員で協

議・研究し、解決に向けて取り組んでいます。また、職員が

資質を高め、専門的知識の吸収を図るため内部研修体制を

確立しています。

新たな滞納者の抑制

�現年滞納事案の早期着手
�現年高額滞納事案を早期から納付履行を監視し、早期滞納
整理に着手しています。

�賦課担当との連携強化により、現年高額滞納事案の未然防
止、期限内納付を励行しております。平成２３年度現年納税率

は、埼玉県下３９市の中で市県民税（９９．２２％）・固定資産税

（９９．４５％）・軽自動車税（９９．０２％）・国民健康保険税（９５．５８

％）がすべて第１位となりました。

◇市では、今後も関係機関との連携により滞納整理を進めるとともに、現年度課税分の納期内納付の
向上、そして公平・公正・適正な滞納整理に努めていきます。
納税者の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。 問合せ�収税課

総総務務省省自自治治税税務務局局長長特特別別表表彰彰をを受受賞賞
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市税（市県民税・法人市民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税）、国民健康保険
税、介護保険料、後期高齢者医療保険料（以下「市税など」といいます。）に対する納税
者の信頼を確保するため、市では、１１月～１月を「滞納整理強化期間」として、市税などの滞納整理を強化します。
具体的には、日曜納税相談窓口の開設や夜間納税相談窓口の実施などにより、自主納付をお願いするとともに、

納税意思のない滞納者に対しては、地方税法および国税徴収法の規定に基づき、給与・預貯金・生命保険・不動産・
自動車などの財産の差し押えを実施します。
市税などが未納となっている人は、早急に納付されますようお願いします。
なお、納付が困難である特別な事由がある場合には、必ず収税課までご相談ください。

【滞納整理強化期間の期間中納税相談窓口を拡大します】

滞納整理強化期間の期間中は、次のとおり納税相談窓口を
開設します。
�日曜納税相談窓口
と き�１２月９日�・１６日� 午前９時～午後４時
ところ�収税課（市役所西庁舎）

�夜間納税相談窓口
と き�１２月１０日�～１４日�（水曜日を除く）

午後７時まで
ところ�収税課（市役所西庁舎）

【納税には便利な口座振替を】

市税などの納付には、納め忘れもなく、納付の手間も
省ける口座振替が便利です。
口座振替を希望される人は、市役所または市内各金融

機関の窓口にあります「口座振替依頼書」に必要事項を
記入し、申し込みください。
なお、口座振替の結果につきましては、随時お手元の

通帳によるご確認をお願いします。

市税などの納付場所は納付書の裏面をご覧ください。

市税などを納付しないとどうなるの？
�督促状、催告書などによっても納付さ
れなかった場合は、他の納税者との公
平性の観点から、財産を差し押さえます。
※財産を差し押さえるにあたっては、事
前の通告なく、差し押えを実施します。

どんな財産を差し押さえるの？
�預貯金、給与、生命保険や売掛金、不動産、自動車、動産（貴金属類、腕
時計、ハンドバックなど）など、換価が有効と判断される財産について、

差し押えを実施します。

どうやって財産を調査するの？
�各金融機関に対する預貯金の調査
や、勤務先への給与調査、取引先
への売掛金調査などを実施します。

財産が発見できない場合は？
�各調査で財産が発見できなかった
場合には、警察官などの立会いの
うえ、複数の市役所職員が自宅や店
舗などを訪れて捜索を実施し、直接
財産を差し押える場合があります。

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月はははははははははははははははははははははははは滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間でででででででででででででででででででででででですすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

市の差押・公売実績 （単位：件）

２３年度

７

４５５

２９

１１

８１

６

５９７

８

０

８

２２年度

２４

３５５

０

２

７２

７

４６２

２

０

２

２１年度

１８

３４２

５

７

３９

５

４１６

０

２

２

不 動 産

預 金

所得税還付金

給 与

生 命 保 険

そ の 他

合 計

動 産

不 動 産

合 計

差
押

公
売

差押・公売による換価金額（市税等充当額） （単位：円）

２３年度

５０，６３１，９１９

３，８０１，８３６

５４，４３３，７５５

※「換価」とは差押財産を金銭に換える強制的な措置をいう。

２２年度

４２，８２４，３７９

４，０９８，９４７

４６，９２３，３２６

２１年度

４３，５６３，８７８

５，３７９，９４８

４８，９４３，８２６

市税等へ充当

延滞金へ充当

合計

換価処分

債権取立
公売実施

財財財財財財財財財財財財財財財財産産産産産産産産産産産産産産産産差差差差差差差差差差差差差差差差押押押押押押押押押押押押押押押押
催告書発送・電話

督促状
発送

納期限を過ぎ
ると延滞金が
発生します。

納税通知書
発送

滞 納 処 分 に つ い て お 答 え し ま す

市 税 等 滞 納 処 分 の 流 れ
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市職員の給与や勤務条件の状況などを市民の皆さんにお知らせします。 問合せ�総務課

�分限処分 ３人 �懲戒処分 ０人

�職員の守るべき義務の概要
法令等および上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念す
る義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限
�営利企業等従事の許可状況（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）
１件（区長委嘱） １件（農業従事）

�職員研修の概要（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日） 延べ３９６人参加
�階層別研修 １５５人
内訳…新規採用職員研修（前期・後期）、中堅職員研修�（意識改革研修）、中堅職員研修�（憲法）、

主査級研修、主幹級研修、課長級研修、部次長級研修 ほか
�特別研修 １４９人
内訳…人事評価者研修、女性職員のキャリアアップ研修 ほか
�派遣研修 ９２人
内訳…自治大学校、自治人材開発センター、市町村アカデミー、北足立北部共同研修会 ほか

�職員の勤務成績の評定方法および活用方法の概要
職務遂行に現れた職員の保有する知識、能力、執務姿勢等を職員ごとに評価し、評価結果は人事配置
や職員の処遇に反映しています。

�定期健康診断の実施状況 ４２７人
�公務災害等の発生状況 公務中 １件 通勤中 １件

�勤務条件に関する措置の要求の状況 平成２３年度は、措置要求案件はありませんでした。
�不利益処分に関する不服申立ての状況 平成２３年度は、不服申立て案件はありませんでした。

�一般行政職の級別職員数の状況（平成２４年４月１日現在）
（標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です）

区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級
計

標準的な職務内容 主事補技師補 主事技師 主 任 主 査 主 幹 課 長 次 長 部 長
職 員 数 ２８ ６４ ４９ ６４ ３５ ３３ １７ ６ ２９６
構 成 比 ９．５％ ２１．６％ １６．６％ ２１．６％ １１．８％ １１．２％ ５．７％ ２．０％ １００％

�人件費の状況（平成２３年度普通会計決算）

区分 住民基本台帳人口
歳出額
Ａ

実質収支
人件費
Ｂ

人件費比率
（Ｂ/Ａ） 注）人件費には、特別職に支給され

る給料、報酬等を含みます。
２３年度

平成２４年３月３１日現在
７５，２６４人

千円
１９，９４０，９１４

千円
６３６，３２７

千円
３，８３８，０２０

％
１９．２

�職員の平均給料月額および平均年齢の状況
（平成２４年４月１日現在）

一 般 行 政 職

平均給料月額 平均年齢

３２５，７３４円 ４１．２歳

�職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
（平成２４年４月１日現在）

区 分 経験年数１０年
以上１５年未満

経験年数２０年
以上２５年未満

一 般
行政職

大学卒 ２９４，４９６円 ３８０，５３９円
高校卒 ２４７，１００円 ３４７，１３１円

�職員給与費の状況（平成２４年度普通会計予算）

区分 職員数
給 与 費

給料 職員手当 期末・勤勉手当 計

２４年度 ４２１人 千円
１，５９７，４２５

千円
３１３，４０６

千円
５７９，０３６

千円
２，４８９，８６７

注１）職員手当には退職手当を含みません。
注２）給与費は当初予算に計上された額です。

�職員の初任給の状況（平成２４年４月１日現在）
区 分 初任給

桶川市 一般行政職
大学卒 １７８，８００円
高校卒 １４９，８００円

埼玉県 一般行政職
大学卒 １７８，８００円
高校卒 １４４，５００円

国 一般行政職
大学卒 １７２，２００円
高校卒 １４０，１００円

職員の給与の状況2

�職員数の状況（各年４月１日現在）

職 員 数
H１５ H１６ H１７ H１８ H１９ H２０ H２１ H２２ H２３ H２４
４６４ ４５９ ４５０ ４４９ ４３９ ４３５ ４３４ ４３０ ４３０ ４３３

�職位別昇格者数（平成２４年４月１日付）
職位 部長級 次長級 課長級 主幹級 主査級 主任級 主事級
昇格者数 １ ４ ５ ９ ２０ ５ １７

�退職の状況（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）

区分 定年
退職

勧奨
退職

そ の 他
合計普通

退職
分限
免職

懲戒
免職 失職 死亡

退職
任期
満了

一 般
行政職 １７ ４ １ ０ ０ ０ ０ ６ ２８

現業職 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

�新規採用の状況（平成２４年４月１日現在）

区 分
新規採用 再

任
用

任
期
付

受験
人数

採用人数
男 女 合計

一 般 行 政 職 １０５ １５ ９ ２４ １９ ７
事 務 職（ 一 般 ） ７５ １０ ４ １４ １８ ３
事務職（社会福祉士） ７ １ ２ ３ ０ ０
技 術 職（ 土 木 ） １７ ４ ０ ４ ０ ０
技 術 職（ 建 築 ） ― ― ― ― １ ０
保 育 士 ６ ０ ３ ３ ０ ３
栄 養 士 ― ― ― ― ０ １
現 業 職 ― ― ― ― １ ０

※再任用、任期付については、平成２４年４月１日に在籍している職
員数です。

�部門別職員数
（各年４月１日現在：地方公共団体定員管理調査から）

対前年
増 減
△１
△２
＋１
０
△１
＋２
△１
＋６
△２
＋２
＋１
＋１
＋３
０
０
０
＋３

※地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく任期付職員
については除外しています。

職員数
H２４
６
９３
２９
１
５
４
５５
１１９
３８
３５０
５３
５３
４０３
１１
１９
３０
４３３

H２３
７
９５
２８
１
６
２
５６
１１３
４０
３４８
５２
５２
４００
１１
１９
３０
４３０

部 門

議 会
総 務
税 務
労 働
農 水
商 工
土 木
民 生
衛 生

一般行政計 Ａ
教 育

特別行政計 Ｂ
普通会計の計 Ｃ＝Ａ＋Ｂ

下 水
その他

公営企業の計 Ｄ
合計 Ｃ＋Ｄ

職員の任免および職員数に関する状況1

埼玉県央広域公平委員会からの報告事項8

職員の福祉および利益の保護の状況（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）7

職員の研修および勤務成績の評定の状況6

職員の服務の状況5

�年次有給休暇の取得状況（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）
平均取得日数

１０．３日

対象職員数

４０９人

総取得日数

４，２３３日

総付与日数

１５，６７４日

�勤務時間の状況（平成２４年４月１日現在）
１週間の勤務時間 勤務時間の割り振り

３８時間４５分
始業 終業 休憩時間 週休日

８：３０ １７：１５ ６０分 土・日曜日

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況3
�育児休業等取得状況

（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）
区分 男 女
継 続 ０ ５
新 規 ０ ８

�時間外勤務の状況
（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）

平均時間外勤務
時間数（１ヵ月）

１０．３

時間外勤務
総 時 間 数

３０，４５３

対 象
職員数

２９６

地 域 手 当 地域における民間の賃金水準や物価等の事情を考慮して支給する
手当

通 勤 手 当 交通機関利用者は運賃相当額、交通用具利用者は距離に応じて算
出した額

特殊勤務手当 著しく危険、不快な業務など、特殊な業務に従事する職員に対し
て支給する手当、清掃作業手当や行旅死亡人取扱手当など６種類。

時間外手当
（１時間当たりの算出方法）

（給料月額＋地域手当）×１２月
１週間の勤務時間×５２

× １２５
１００

～ １７５
１００

	特別職の報酬の状況（平成２４年４月１日現在）
期末手当

年間３．５０月分
※支給額の減額
市 長：１０％
副市長：５％

年間３．７５月分
※支給額の５％減額

給料月額等

９１２，０００円
７８０，０００円

４３７，０００円
３８４，０００円
３５８，０００円

区分

市 長
副市長

議 長
副議長
議 員

職員の分限および懲戒処分の状況（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）4


職員手当の状況（平成２４年４月１日現在）
区分 期末・勤勉手当 退職手当 扶養手当（月額） 住居手当（月額） 地域手当

桶
川
市

年間支給率３．９５月分（２．１月分）
職制上の段階、職務等による加算
措置
（ ）は、再任用短時間勤務職員に
係る支給割合

勤続年数 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 ２３．５０月分 ３０．５５月分
勤続２５年 ３３．５０月分 ４１．３４月分
勤続３５年 ４７．５０月分 ５９．２８月分
最高限度 ５９．２８月分 ５９．２８月分

配偶者 １３，０００円
配偶者以外６，５００円
満１６～２２歳までの子

５，０００円加算

借家等居住者
最高２７，０００円まで
持家居住者

４，５００円

（支給率）
３％

国

年間支給率３．９５月分（２．１月分）
職制上の段階、職務等による加算
措置
（ ）は、再任用短時間勤務職員に
係る支給割合

勤続年数 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 ２３．５０月分 ３０．５５月分
勤続２５年 ３３．５０月分 ４１．３４月分
勤続３５年 ４７．５０月分 ５９．２８月分
最高限度 ５９．２８月分 ５９．２８月分

配偶者 １３，０００円
配偶者以外６，５００円
満１６～２２歳までの子

５，０００円加算

借家等居住者
最高２７，０００円まで

（支給率）
３％

桶川市地域
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子子どどもものの虐虐待待をを未未然然にに防防ぎぎままししょょうう
たとえ「しつけのつもり」であっても、虐待は子どもの心や体に深い傷を残し、健全な成長を妨

げる大きな原因となります。
連絡（通告）により、問題を抱え困っている家庭に支援の手を差し伸べ、子どもをまもることが

できます。連絡（通告）による職員の訪問は、虐待者を処罰することでなく、支援のきっかけとお
考えください。また、連絡をされた人の秘密は守られます。

あなたにできること…

○子育て中の親子に優しいまなざし、あたたかい見守りをお願いします。
○子育てに悩んでいる人は、ひとりで悩まずに相談をしてください。
○虐待で苦しんでいる子どもは、がまんしないで相談してください。
○もしできるなら虐待を受けた子どもたちの親代わり（里親）になってください。
○「気にかかる子」や「もしかして虐待では？」と思ったときには下記の相談機
関に連絡してください。

子ども虐待とは…

もしかして…と感じたら迷わず連絡（通告）を！
�桶川市役所こども支援課 �７８６－３２１１
�埼玉県中央児童相談所 �７７５－４１５２
（月～金 午前８時３０分～午後６時１５分）
�児童相談所休日夜間児童虐待通報ダイヤル �７７９－１１５４

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月はははははははははははははははははははははははは『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』でででででででででででででででででででででででですすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす
～気づくのは あなたと地域の 心の目～

平成２４年度「児童虐待防止推進月間」標語
桶川市要保護児童対策地域協議会

なぐる、ける、首をしめる、やけどを負わせる、体を激しく揺さぶる
など

性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にす
るなど

家に閉じこめる、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に
放置するなど

「死んでしまえ」「産まなきゃ良かった」などのひどい言葉で傷つける、
無視、兄弟間の差別的扱い、子どもの目の前で、夫婦間で暴力をふる
うなど

身体的虐待

性 的 虐 待

保護の怠慢・拒否
（ネグレクト）

心理的虐待


